
佐賀市カスタマーハラスメント対応方針 

 

１ 基本的な考え方 

市民をはじめとする行政サービスの利用者等からのご意見・ご要望は、行政サービスの改

善につながり、また、市の考え等を理解してもらうことのできる貴重な機会ですので、真摯

に受け止め、迅速かつ誠実に対応します。 

しかしながら、その過程において、過度な要求や職員の人格を否定する言動、著しく長時

間に及ぶ苦情などの行為は、職員の尊厳を傷つけるだけでなく、職場環境の悪化や通常業

務の遅滞など、行政サービスの低下を招く可能性があります。 

本市では、これらの行為に対しては、職員を守るとともに、適正な行政サービスを提供し

ていくためにも、「組織」として毅然とした態度で対応します。 

 

 

２ 「カスタマーハラスメント」の定義 

職員が職務上関わるすべての方々からの言動のうち、要求内容の妥当性に照らして要求

を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により職

員の就業環境が害されるもの 

 

 

３ カスタマーハラスメントに該当する行為の例 

（１）長時間拘束型、リピート型 

・同じ申出や要求等を何度も繰り返し、長時間の対応を強いる 

・自宅等に職員を呼びつけて長時間拘束する 

・通常であれば納得するであろうと考えられる内容を何度説明しても納得しない 

・複数の所属や職員に同様のクレーム等を執拗に繰り返す 

 

（２）権威型 

・優位な立場を利用した不当な介入、特別扱いや過大な謝罪の要求を行う 

・文書等での謝罪や土下座を強要する 

 

（３）暴言・暴力・威嚇・脅迫型 

・大声での恫喝、暴言等により職員を執拗に責め立てる 

・侮辱的な発言や職員の人格を否定する発言を行う 

・精神的な苦痛を与えることを意図した外部への情報提供等による脅迫を行う 

・殴る、蹴る、叩く、物を投げつけるなどの暴力行為を行う 

 



（４）ＳＮＳ等での誹謗中傷型 

・一方的かつ恣意的な主張をＳＮＳ等に投稿し、誹謗中傷等を行う 

・インターネット上で職員の氏名や顔写真等を公開しての誹謗中傷を行う 

・悪意を持って、対応者の動画や写真を撮影する 

・無断で録画・録音した職員とのやり取り等をＳＮＳ等に投稿する 

 

※例示であり、これらに限るものではありません。 

 

 

４ カスタマーハラスメントへの対応 

カスタマーハラスメントに該当する、またはそのおそれがあると判断した場合には、警告

を行ったうえで対応を終了する、退去を命じるほか、状況に応じて、警察へ通報する、弁護

士に相談するなど、組織として法的に対応します。  

 

 

５ カスタマーハラスメントの判断の留意点 

 ・「苦情=カスタマーハラスメント」と決めつけず、まずは「傾聴」、「丁寧かつ真摯な対応」を原

則とし、組織的な判断を行います。 

 ・高齢者や障がいのある方、外国人など、相手の状況や場面に応じて柔軟な対応が必要なケ

ースがあることをふまえ、対応終了の判断を行う際は、その必要性を十分に検討します。 

 ・身の危険が迫っている場合にはただちに警察に通報します。 

 

 

６ 佐賀市のカスタマーハラスメント対策 

 ・カスタマーハラスメント防止に向けた周知 

 ・カスタマーハラスメントの理解・対処方法等についての研修 

 ・クレーム対応マニュアルの作成、周知 

 ・名札へのフルネーム表記の廃止 

 ・録音・録画・対応記録等による事実の把握 

 ・ＳＮＳ等への不当な投稿に対する削除要請 

 ・カスタマーハラスメントに対する相談体制の構築 

 ・カスタマーハラスメントを受けた職員へのメンタルケア 

 ・弁護士職員、警察ＯＢの配置、専門家との連携   など 

  


